
　

＜名簿記載通知の発送用封筒＞

（令和元年11月送付分） 

☆ 裁判員候補者名簿ができるまで

裁判員候補者名簿は，市区町村の選挙管

理委員会が選挙人名簿からくじで無作為抽出

した名簿を基に，全国の地方裁判所で作成し

ます。

裁判員候補者名簿に登録される人数は，予

想される裁判員裁判対象事件の数などによっ

て毎年変動しますが，令和３年の名簿に登録

される方の人数は，全国で約２３万６６００人で

す（選挙人名簿登録者全体に占める割合は，

約４４７人に１人）。

☆ 裁判員候補者名簿記載通知について

令和３年の裁判員候補者名簿に登録された方に

は，本年１１月中旬に名簿に登録されたことの通知

（名簿記載通知）をお送りします（令和３年１月１日

時点で２０歳以上の方に限られます。）。この通知

は，来年２月頃からの約１年間に裁判所にお越し

いただき，裁判員に選ばれる可能性があることを

事前にお伝えし，あらかじめ心づもりをしていただく

ためのものです。

なお，この段階では，まだ具体的な事件の裁判

員候補者に選ばれたわけではありませんので，す

ぐに裁判所にお越しいただく必要はありません（実

際に裁判所にお越しいただくことになった場合には，

別途お知らせします。）。

【１０月中旬～下旬】

名簿の作成

【１１月中旬】

候補者への通知

調査票の送付

【６週間前まで】
名簿からくじで選ばれた方への選任

手続期日のお知らせ・質問票の送付

【選任手続期日当日】

裁判所での選任手続

今年

来年以降

裁判員等選任手続の流れ
裁判員制度は，スタートから１０年以上が経過し，

令和元年１２月までに約１０万人の方が裁判員・補

充裁判員として裁判に参加されています。

国民の皆さまの積極的な参加により，裁判員制

度は円滑に実施されています。裁判員制度は，国

民の皆さまのご協力なしには成り立たない制度で

すので，引き続きご理解とご協力をお願いいたしま

す。



＜名簿記載通知＞

　

(令和元年11月送付分)

☆ 調査票について

裁判員候補者名簿に登録された方には，

名簿記載通知のほか，調査票をお送りします

（令和３年１月１日時点で２０歳以上の方に限

られます。）。

この調査票は，裁判員候補者の方の事情

を早期に把握し，調査票のご回答の内容によ

り，１年を通じて辞退が認められる場合等に

は裁判所にお越しいただくことのないようにし

て，裁判員候補者の方々のご負担を軽減す

るためのものです。お尋ねする項目に当ては

まらない方は，返送していただく必要はありま

せん。

・ 調査票でお尋ねすること

調査票では，①裁判員になることができな

い職業に就いているか，②１年を通じての辞

退希望の有無・理由，③月の大半にわたって

裁判員になることが困難な特定の月がある

場合の辞退希望の有無・理由をお尋ねします。

・ 辞退の申出ができる時期について

辞退の申出ができる時期に制限はありませ

ん。

この調査票で辞退を申し出なかった場合で

も，実際の事件の裁判員候補者に選ばれた

際にお送りする質問票や裁判所で行われる

選任手続の際に辞退を申し出ていただくこと

も可能です。

裁判員制度の詳しい情報はこちらへどうぞ

裁判員制度ウェブサイト https://www.saibanin.courts.go.jp/

☆ 裁判員裁判に参加された裁判員のご意見・ご感想など

裁判員裁判に参加された裁判員へのアンケートの結果によれば，参加する前は，「積極的にやっ

てみたい」又は「やってみたい」と回答された方が合計３７．２％でしたが，参加した後では，合計９

７％の方が「非常によい経験と感じた」又は「よい経験と感じた」と回答されています（令和元年度）。

☆ 裁判員裁判における新型コロナウイルス感染症への対応について

裁判員裁判を実施するにあたっては，裁判員候補者の皆さまに安心して参加いただけるよう，各

地方裁判所において，「三つの密」を避けるなどの様々な新型コロナウイルス感染症対策を行ってい

ます。皆さまの積極的なご参加をお願いします。


